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１．資源回復計画の実施

　平成１４年度から、我が国周辺水域の水産資源につい
て、「資源回復計画」が実施に移されています。

　我が国周辺水域はもともと水産資源の豊かな海でした
が、近年、この水域に生息する魚介類の多くが減少して
おり、資源回復計画は、こうした減少傾向にある魚種に
ついて、幅広い範囲の関係漁業者、都道府県、国などが
協力して、必要な対策を計画的、総合的に行い、その回
復を図ろうとするものです。
　
　各地で資源回復計画の作成及び実施のための取組みが
進められていますが、１４年度は、「瀬戸内海のサワラ
資源」、「伊勢湾・三河湾の小型機船底びき網漁業対象
種資源」、「日本海西部のアカガレイ資源」及び「太平
洋北部の沖合性カレイ類資源」の４つの計画が作成され、
関係者によって実施されています。これらの魚種をＴＡ
Ｅ※（漁獲努力可能量）制度の対象とし、効果を担保し
ていくことにしています。

　計画の中には、減船や休漁といった漁業者にとっては
経営に直接影響する厳しい内容も含まれ、関係者間の実
施内容の調整も必要となることから、計画作成には関係
者による十分な話し合いが不可欠です。今後、このよう
な取組みをさらに拡大していくことが重要となっていま
す。

※ＴＡＥ：Total Allowable Effort （漁獲努力可能量）

　「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」が１３年６月に改
正され、制定された制度。操業日数や操業隻数などの漁獲努力量
に上限を設定し、その範囲内に漁獲努力量を収めるように漁業を
管理することができるようになった。

○　資源回復計画の概略
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２．希少な野生水産生物の保護

　野生水産動植物の保護に関する基本方針（平成５年
４月１日農林水産省令第２９３号）に基づき、野生水
産生物のうち、絶滅のおそれの高いものについて、保
全・増殖手法の検討及び開発を行い、これら生物種の
回復と良好な生態系の保全を推進しています。

　平成１４年度には、タナゴ類、モロコ類、トゲウオ
類などの淡水魚を中心に、生息状況等の生態調査を行
うとともに、保全・増殖手法の検討を行いました。

　このような取組みは、希少な野生水産生物の絶滅の
危機を回避し、その種の資源の回復につながるととも
に、種の多様性を高めることによって、良好な生態系
が確保され、豊かな漁場環境の創出と漁場価値の向上
につながるものと考えています。

リュウキュウアユ（鹿児島県）
・年間５万個の卵の人工増殖を実施。
・沖縄県では、河川への放流も実施。

ﾐﾔｺﾀﾅｺﾞ

ﾘｭｳｷｭｳｱﾕ

オキチモズク（熊本県）
・人工増殖法によって種苗を作出。
・移植したものは、平成１４年度になった
　時点でも繁殖していることを確認。

ウシモツゴ（岐阜県）
・人工増殖法により、毎年２００尾
　を作出し、継代飼育。
・各地域の遺伝特性を把握したうえ
　で放流及び生息地を拡大。

イタセンパラ（大阪府）
・毎年５００～１，０００尾を人工増殖
　し系統保存。
・開発された技術を用いて、富山、愛知
　県で系統保存・増殖事業が進行。

ミヤコタナゴ（栃木、埼玉県）
・二枚貝を使用するものと、人工採
　卵・媒精するものの２つの人工増
　殖技術を開発。
・系統保存されている一部は個体群回　
　復のため生息地に放流。

ｳｼﾓﾂｺﾞ

ｲﾀｾﾝﾊﾟﾗ
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３．サメ・海鳥に関する国内行動計画

　近年、環境保護、特に野生生物に対する意識の高まり
とともに、サメ類や海鳥類に対して漁業が及ぼす影響が
国際的に問題視されています。

　このような背景から、平成１１年の第２３回ＦＡＯ
（国連食糧農業機関）水産委員会において、「サメ類の
保存管理のための国際行動計画」及び「はえ縄漁業によっ
て偶発的に捕獲される海鳥の削減に国際行動計画」が採
択されました。これに基づき、各国は、国内行動計画を
策定するとともに、ＦＡＯに対して、２年ごとにその評
価及び実施状況を報告することとされています。

　我が国は、責任ある漁業国として、日本版の国内行動
計画を策定するとともに、その評価及び実施状況の報告
をＦＡＯに対して行っています。
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生活・農業廃水の流入

海藻等による取り込み

アサリ等底性生物による取り込み・分解

窒素の空気中への放出

沖合への拡散

○　藻場・干潟の効用

４．藻場・干潟の造成の推進

　水質の浄化に重要な役割を果たしている藻場・干潟の
造成を推進しています。

　水産基盤整備事業による藻場・干潟等水産動植物生息
環境の造成については、５年間で概ね5,000ha（単年度で
は1,000ha）創造するという目標を設定していましたが、
平成14年度の実績は892haとなり、僅かに目標値を下回る
十分とは言えない達成状況となりました。これは、現場
での施工条件の制約、事業の事前調査や県計画との整理
に時間を要したこと等により、当初見込んでいた事業量
が一部後年度に実施することになったこと等によるもの
です。

　藻場・干潟の水質浄化や再生産等の機能を高めつつ、
今後とも漁場環境に適した手法により藻場・干潟の造成
の拡大、効率的かつ効果的な保全を推進する必要があり
ます。このため、造成手法の新たな技術の開発やＮＰＯ
等多様な主体の参画による藻場・干潟の維持保全活動の
支援等とのソフト施策との一体的な実施やコストの削減
を図っていくこととしています。




